
H27.3.19 広域地方計画協議会  

中国圏広域地方計画の改定について 

１．広域地方計画の現状について 

（１）広域地方計画の経緯 

○ 中国圏広域地方計画は、Ｈ２１年８月に策定されており、計画期間は１０年とされている 
○ 計画策定後、平成２３年３月の東日本大震災を踏まえた「総点検」（Ｈ２４実施、４つの課題を追加）、

及び毎年の「モニタリング」を実施してきたところ 

 （参考） 

  １）国土形成計画／広域地方計画（国土形成計画法） 

 国土の利用、整備及び保全（＝「国土の形成」）を推進するための総合的かつ基本的な計

画（第２条第１項） 

 国土形成計画は、全国計画及び広域地方計画とする（第２条第２項） 

 広域地方計画には、全国計画を基本として、次に掲げる事項を定める（第９条第２項） 
一 当該広域地方計画区域における国土の形成に関する方針 

二 当該広域地方計画区域における国土の形成に関する目標 

三 当該広域地方計画区域における前号の目標を達成するために一の都府県の区域を 

超える広域の見地から必要と認められる主要な施策に関する事項 

２．国土形成計画（全国計画/広域地方計画）の見直しについて 

○ 人口急減・超高齢化、巨大災害の切迫等の国土を取り巻く状況の変化を踏まえ、２０５０年

を見据えた国土づくりの理念・考え方を示す「国土のグランドデザイン２０５０」（Ｈ２６年７

月策定）において、国土形成計画（全国計画及び広域地方計画）の見直しに着手することとさ

れた。 
○ 「経済財政運営と改革の基本方針２０１４について」においても、その見直しが位置付けら

れた（Ｈ２６年６月閣議決定） 

３．中国圏における広域地方計画の見直しの必要性 

○ 上位計画である国土形成計画が改定されること 
○ 平成２１年に現計画を策定以降、人口減少問題の顕在化、大規模災害のリスク感の高まり、

経済再生の必要性などの計画をとりまく状況が変化したこと 

４．広域地方計画見直しの想定スケジュール 

 ※別紙スケジュール参照 
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